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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自分側端末とユーザの耳との距離である自分側の距離の感知値が所定の閾値未満である
か否かを検出するステップと、
　前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モード
に入るステップと、
　前記所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、
　前記所定の通話モードにおいて、自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声
信号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するステップと、
　を含み、
　前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を自動的に再生させる前記ステ
ップは、
　前記所定の通話モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった前記相手側の音
声信号を自動的に再生させるステップを含み、
　或は、
　前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信するステップと、
　受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、を含み、
　受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させる前記ステップは、
　前記相手側の音声信号を受信した後、前記自分側の音声信号を収集しているか否かを検
出するステップと、
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　前記自分側の音声信号を収集していることを検出した場合、前記相手側の音声信号をキ
ャッシングするステップと、
　前記自分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出するステップと、
　前記自分側の音声信号の収集が既に完了したことを検出した場合、キャッシングされた
前記相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、
　を含むことを特徴とする音声通話方法。
【請求項２】
　前記自分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出する前記ステップは、
　前記自分側の音声信号の収集が既に完了し、且つ収集が完了した後の時間の長さが予め
設定した時間の長さに達したか否かを検出するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の音声通話方法。
【請求項３】
　前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信する前記ステップは、
　前記所定の通話モードにおいて、相手側のテキストメッセージを受信するステップと、
　前記相手側のテキストメッセージを前記相手側の音声信号に合成するステップと、
　を含むことを特徴とする請求項１に記載の音声通話方法。
【請求項４】
　前記所定の通話モードにおいて、自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声
信号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するステップは、
　前記相手側の音声信号を再生させている際に、前記自分側の音声信号を検出した場合、
前記自分側の音声信号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するステップと
、
　を含むことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の音声通話方法。
【請求項５】
　相手側から送信される、前記相手側が既に前記所定の通話モードに入ったことを提示す
るための提示メッセージを受信するステップと、
　前記提示メッセージを表示するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至３の何れか一項に記載の音声通話方法。
【請求項６】
　前記所定の通話モードに入った後、自分側の距離の感知値が前記所定の閾値より大きい
か否かを検出するステップと、
　前記距離の感知値が前記所定の閾値より大きいことを検出した場合、前記所定の通話モ
ードから退出するステップと、
　をさらに含むことを特徴とする請求項１乃至３のいずれか一項に記載の音声通話方法。
【請求項７】
　自分側端末とユーザの耳との距離である自分側の距離の感知値が所定の閾値未満である
か否かを検出するための距離検出モジュールと、
　前記距離検出モジュールにより前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検
出した場合、所定の通話モードに入るためのモード進入モジュールと、
　前記所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再
生モジュールと、
　前記所定の通話モードにおいて、自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声
信号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するための自動収集モジュールと
、
　を備え、
　前記自動再生モジュールは、
　前記所定の通話モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった前記相手側の音
声信号を自動的に再生させるためのキャッシュ再生ユニットを備え、
　或は、
　前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信するための音声受信ユニ
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ットと、
　受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再生ユニットと、を
備え、
　前記自動再生ユニットは、
　前記音声受信ユニットにより前記相手側の音声信号を受信した後、前記自動収集モジュ
ールが前記自分側の音声信号を収集しているか否かを検出するための収集検出サブユニッ
トと、
　前記収集検出サブユニットにより前記自分側の音声信号を収集していることを検出した
場合、前記相手側の音声信号をキャッシングするための信号キャッシングサブユニットと
、
　前記自分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出するための完了検出サブユニ
ットと、
　前記完了検出サブユニットにより前記自分側の音声信号の収集が既に完了したことを検
出した場合、キャッシングされた前記相手側の音声信号を自動的に再生させるためのキャ
ッシュ再生サブユニットと、
　を備えることを特徴とする音声通話装置。
【請求項８】
　前記完了検出サブユニットは、前記自分側の音声信号の収集が既に完了し、且つ収集が
完了した後の時間の長さが予め設定した時間の長さに達したか否かを検出する、
　ことを特徴とする請求項７に記載の音声通話装置。
【請求項９】
　前記音声受信ユニットは、
　前記所定の通話モードにおいて、相手側のテキストメッセージを受信するためのテキス
ト受信サブユニットと、
　前記相手側のテキストメッセージを前記相手側の音声信号に合成するための音声合成サ
ブユニットと、
　を備えることを特徴とする請求項７に記載の音声通話装置。
【請求項１０】
　前記自動収集モジュールは、前記自動再生モジュールにより前記相手側の音声信号を再
生させている際に、前記自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声信号を収集
して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送する、
　ことを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一項に記載の音声通話装置。
【請求項１１】
　相手側から送信される、前記相手側が既に前記所定の通話モードに入ったことを提示す
るための提示メッセージを受信するための提示受信モジュールと、
　前記提示メッセージを表示するための提示表示モジュールと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一項に記載の音声通話装置
。
【請求項１２】
　前記モード進入モジュールにより前記所定の通話モードに入った後、自分側の距離の感
知値が所定の閾値より大きいか否かを検出するための再度検出モジュールと、
　前記再度検出モジュールにより前記距離の感知値が前記所定の閾値より大きいことを検
出した場合、前記所定の通話モードから退出するためのモード退出モジュールと、
　をさらに備えることを特徴とする請求項７乃至９のいずれか一項に記載の音声通話装置
。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
　を備え、
　この中、前記プロセッサは、
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　自分側端末とユーザの耳との距離である自分側の距離の感知値が所定の閾値未満である
か否かを検出し、
　前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モード
に入り、
　前記所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させ、
　前記所定の通話モードにおいて、検出到自分側の音声信号、前記自分側の音声信号を収
集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送し、
　前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を自動的に再生させる際、
　前記所定の通話モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった前記相手側の音
声信号を自動的に再生させ、
　或は、
　前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信し、
　受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させ、
　受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させる際、
　前記相手側の音声信号を受信した後、前記自分側の音声信号を収集しているか否かを検
出し、
　前記自分側の音声信号を収集していることを検出した場合、前記相手側の音声信号をキ
ャッシングし、
　前記自分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出し、
　前記自分側の音声信号の収集が既に完了したことを検出した場合、キャッシングした前
記相手側の音声信号を自動的に再生させるように構成される、
　ことを特徴とする音声通話装置。
【請求項１４】
　プロセッサに実行されることにより、請求項１から請求項６のいずれかに記載の音声通
話方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１５】
　請求項１４に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、出願番号が２０１４１０１３１１５２.５であって、出願日が２０１４年４月
２日である中国特許出願に基づいて提出され、当該中国特許出願の優先権を主張し、その
内容全体は本願に援用される。
【０００２】
　本発明は、通信分野に関し、特に音声通話方法、音声再生方法、装置、プログラム、及
び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、国内（中国）では、移動体通信事業者は、インターネット・サービス・プロバイ
ダーが中国でネットワーク電話タイプのサービスのような双方向の音声通話タイプのサー
ビスを提供することを許可していないが、インターネット・サービス・プロバイダーが中
国でネットワーク・インターホン・サービスのような単方向の音声通話タイプのサービス
を提供することを許可している。
【０００４】
　ネットワーク・インターホンの機能は、端末上のソーシャル・ネットワーキング・タイ
プのクライアント・プリケーションによって提供することができる。音声通話を行う際に
、ユーザＡにより、ソーシャル・ネットワーキング・タイプのクライアントア・プリケー
ションＡのユーザ・インターフェースにおいてトークバック・ボタンを押下し、その後通
話音声を行い、ソーシャル・ネットワーキング・タイプのクライアントア・プリケーショ
ンＡにより、トークバック・ボタンが押下されている過程において音声信号を録音して、
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録音が完了した後ソーシャル・ネットワーキング・タイプのクライアントア・プリケーシ
ョンＢに伝送し、ソーシャル・ネットワーキング・タイプのクライアントア・プリケーシ
ョンＢにより、当該音声信号を受信した後、ユーザ・インターフェース上において一つの
未読の音声信号に表示し、ユーザＢにより、ソーシャル・ネットワーキング・タイプのク
ライアントア・プリケーションＢのユーザ・インターフェース上の未読の音声信号をクリ
ックし、ソーシャル・ネットワーキング・タイプのクライアントア・プリケーションＢに
よりスピーカーによって当該音声信号を再生させる。
【０００５】
　発明者は、本発明を実現する過程において、上記の方法には少なくとも以下の欠点が存
在することを見つけた。即ち、ユーザが音声信号を送信する際に、トークバック・ボタン
を押し続けなければならないし、ユーザが音声信号を再生させる際にも、未読の音声信号
をクリックする必要があるため、ユーザが現在に端末に対して押下操作、或はクリック操
作を行うのに不便な際に、ネットワーク・インターホンをスムーズに使用することができ
ない。
【発明の概要】
【０００６】
　ユーザが現在に端末に対して押下操作、或はクリック操作を行うのに不便な際に、ネッ
トワーク・インターホンをスムーズに使用することができない問題を解決するために、本
発明の実施例は音声通話方法、音声再生方法、及び装置を提供した。前記の技術方案は以
下のとおりである。
【０００７】
　本発明の第１の方面によると、音声通話方法を提供し、前記音声通話方法は、
自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出するステップと、
前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに
入るステップと、
前記所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、
前記所定の通話モードにおいて、自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声信
号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するステップと、
を含む。
【０００８】
　オプションとして、
前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を自動的に再生させる前記ステッ
プは、
前記所定の通話モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった前記相手側の音声
信号を自動的に再生させるステップを含み、
或は、
前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信するステップと、
受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、を含む。
【０００９】
　オプションとして、
受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させる前記ステップは、
前記相手側の音声信号を受信した後、前記自分側の音声信号を収集しているか否かを検出
するステップと、
前記自分側の音声信号を収集していることを検出した場合、前記相手側の音声信号をキャ
ッシングするステップと、
前記自分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出するステップと、
前記自分側の音声信号の収集が既に完了したことを検出した場合、キャッシングされた前
記相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、
を含む。
【００１０】
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　オプションとして、
前記自分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出する前記ステップは、
前記自分側の音声信号の収集が既に完了し、且つ収集が完了した後の時間の長さが予め設
定した時間の長さに達したか否かを検出するステップと、
を含む。
【００１１】
　オプションとして、
前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信する前記ステップは、
前記所定の通話モードにおいて、相手側のテキストメッセージを受信するステップと、
前記相手側のテキストメッセージを前記相手側の音声信号に合成するステップと、
を含む。
【００１２】
　オプションとして、
前記所定の通話モードにおいて、自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声信
号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するステップは、
前記相手側の音声信号を再生させている際に、前記自分側の音声信号を検出した場合、前
記自分側の音声信号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するステップと、
を含む。
【００１３】
　オプションとして、
前記音声通話方法は、
相手側から送信される、前記相手側が既に前記所定の通話モードに入ったことを提示する
ための提示メッセージを受信するステップと、
前記提示メッセージを表示するステップと、
を更に含む。
【００１４】
　オプションとして、
前記音声通話方法は、
前記所定の通話モードに入った後、自分側の距離の感知値が前記所定の閾値より大きいか
否かを検出するステップと、
前記距離の感知値が前記所定の閾値より大きいことを検出した場合、前記所定の通話モー
ドから退出するステップと、
を更に含む。
【００１５】
　本発明の第２の方面によると、音声再生方法を提供し、前記音声再生方法は、
自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出するステップと、
前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに
入るステップと、
前記所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、
を含む。
【００１６】
　オプションとして、
前記所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させる前記ステップは
、
前記所定の再生モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった前記相手側の音声
信号を自動的に再生させるステップを含み、
或は、
前記所定の再生モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信するステップと、
受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させるステップと、を含む。
【００１７】
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　オプションとして、
前記所定の再生モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信する前記ステップは、
前記所定の再生モードにおいて、相手側のテキストメッセージを受信し、前記相手側のテ
キストメッセージを前記相手側の音声信号に合成するステップと、
含む。
【００１８】
　オプションとして、
前記音声再生方法は、
前記所定の再生モードに入った後、自分側の距離の感知値が前記所定の閾値より大きいか
否かを検出するステップと、
前記距離の感知値が前記所定の閾値より大きいことを検出した場合、前記所定の再生モー
ドから退出するステップと、
を更に含む。
【００１９】
　本発明の第３の方面によると、音声通話装置を提供し、前記音声通話装置は、
自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出するための距離検出モジュー
ルと、
前記距離検出モジュールにより前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出
した場合、所定の通話モードに入るためのモード進入モジュールと、
前記所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再生
モジュールと、
前記所定の通話モードにおいて、自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声信
号を収集して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するための自動収集モジュールと、
を備える。
【００２０】
　オプションとして、
前記自動再生モジュールは、
前記所定の通話モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった前記相手側の音声
信号を自動的に再生させるためのキャッシュ再生ユニットを備え、
或は、
前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信するための音声受信ユニッ
トと、
受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再生ユニットと、を備
える。
【００２１】
　オプションとして、
前記自動再生ユニットは、
前記音声受信ユニットにより前記相手側の音声信号を受信した後、前記自動収集モジュー
ルが前記自分側の音声信号を収集しているか否かを検出するための収集検出サブユニット
と、
前記収集検出サブユニットにより前記自分側の音声信号を収集していることを検出した場
合、前記相手側の音声信号をキャッシングするための信号キャッシングサブユニットと、
前記自分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出するための完了検出サブユニッ
トと、
前記完了検出サブユニットにより前記自分側の音声信号の収集が既に完了したことを検出
した場合、キャッシングされた前記相手側の音声信号を自動的に再生させるためのキャッ
シュ再生サブユニットと、
を含む。
【００２２】
　オプションとして、
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前記完了検出サブユニットは、前記自分側の音声信号の収集が既に完了し、且つ収集が完
了した後の時間の長さが予め設定した時間の長さに達したか否かを検出する。
【００２３】
オプションとして、
前記音声受信ユニットは、
前記所定の通話モードにおいて、相手側のテキストメッセージを受信するためのテキスト
受信サブユニットと、
前記相手側のテキストメッセージを前記相手側の音声信号に合成するための音声合成サブ
ユニットと、
を備える。
【００２４】
　オプションとして、
前記自動収集モジュールは、前記自動再生モジュールにより前記相手側の音声信号を再生
させている際に、前記自分側の音声信号を検出した場合、前記自分側の音声信号を収集し
て、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送する。
【００２５】
　オプションとして、
前記音声通話装置装置は、
相手側から送信される、前記相手側が既に前記所定の通話モードに入ったことを提示する
ための提示メッセージを受信するための提示受信モジュールと、
前記提示メッセージを表示するための提示表示モジュールと、
をさらに備える。
【００２６】
　前記音声通話装置装置は、
前記モード進入モジュールにより前記所定の通話モードに入った後、自分側の距離の感知
値が所定の閾値より大きいか否かを検出するための再度検出モジュールと、
前記再度検出モジュールにより前記距離の感知値が前記所定の閾値より大きいことを検出
した場合、前記所定の通話モードから退出するためのモード退出モジュールと、をさらに
に備える。
【００２７】
　本発明の第４の方面によると、音声再生装置を提供し、前記音声再生装置は、
自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出するための距離検出モジュー
ルと、
前記距離検出モジュールにより前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出
した場合、所定の再生モードに入るための再生モードモジュールと、
前記所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再生
モジュール、
を備える。
【００２８】
　オプションとして、
前記自動再生モジュールは、
前記所定の再生モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった前記相手側の音声
信号を自動的に再生させるためのキャッシュ再生ユニットを備え、
或は、
前記所定の再生モードにおいて、前記相手側の音声信号を受信するための音声受信ユニッ
トと、受信された前記相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再生ユニットと
、を備える。
【００２９】
　オプションとして、
前記音声受信ユニットは、
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前記所定の再生モードにおいて、相手側のテキストメッセージを受信するためのテキスト
受信サブユニットと、
前記相手側のテキストメッセージを前記相手側の音声信号に合成するための音声合成サブ
ユニットと、
を備える。
【００３０】
　オプションとして、
前記音声再生装置は、
前記再生モードモジュールにより前記所定の再生モードに入った後、自分側の距離の感知
値が前記所定の閾値より大きいか否かを検出するための再度検出モジュールと、
前記再度検出モジュールにより前記距離の感知値が前記所定の閾値より大きいことを検出
した場合、前記所定の再生モードから退出するための再生退出モジュールと、
をさらに備える。
【００３１】
　本発明の第５の方面によると、音声通話装置を提供し、前記音声通話装置は、
プロセッサと、
プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
を備え、
この中、前記プロセッサは、
自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出し、
前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに
入り、
前記所定の通話モードにおいて、前記相手側の音声信号を自動的に再生させ、
前記所定の通話モードにおいて、検出到自分側の音声信号、前記自分側の音声信号を収集
して、前記自分側の音声信号を相手側へ伝送するように構成される。
【００３２】
本発明の第６の方面によると、音声再生装置を提供し、前記音声再生装置は、
プロセッサと、
プロセッサが実行可能な命令を記憶するためのメモリと、
を備え、
この中、前記プロセッサは、
自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出し、
前記距離の感知値が前記所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに
入り、
前記所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させるように構成され
る。
【００３３】
　本発明の第７の方面によると、プロセッサに実行されることにより、上記音声通話方法
を実現するプログラムを提供する。
　本発明の第８の方面によると、上記プログラムが記録された記録媒体を提供する。
　本発明の第９の方面によると、プロセッサに実行されることにより、上記音声再生方法
を実現するプログラムを提供する。
　本発明の第１０の方面によると、上記プログラムが記録された記録媒体を提供する。
　本発明の実施例が提供する技術方案の有益な効果は以下のとおりである。
【００３４】
　距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに入り、
所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させ、所定の通話モードに
おいて自分側の音声信号を検出した場合、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信
号を相手側へ伝送することにより、ユーザが現在に端末に対して押下操作、或はクリック
操作を行うのに不便な際に、ネットワーク・インターホンをスムーズに使用することがで
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きないの問題を解決し、ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネットワーク・インターホン
の音声再生と音声収集を自動的にトリガすることができて、他の操作を行わずにネットワ
ーク・インターホンを使用できる効果を得るとともに、双方向の通話に類似するユーザー
体験を得ることができる。
【００３５】
　以上の統括な記述と以下の細部記述は、ただ例示的なものであり、本発明を制限するも
のではないと、理解するべきである。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
　以下の図面は、明細書の一部として明細書全体を構成することにより、本発明に合致す
る実施例を例示するとともに、本発明の原理を解釈するためのものである。
【図１】本発明の例示的な各実施例の音声通話方法に係る実施環境の構成を示す模式図で
ある。
【図２】例示的な一実施例に係る音声通話方法のフローチャートである。
【図３Ａ】例示的なもう一実施例に係る音声通話方法のフローチャートである。
【図３Ｂ】図３Ａに示した実施例のステップ３０３を実施する際のフローチャートである
。
【図４】例示的な一実施例に係る音声再生方法のフローチャートである。
【図５】例示的なもう一実施例に係る音声再生方法のフローチャートである。
【図６】例示的な一実施例に係る音声通話装置の模式図である。
【図７】例示的なもう一実施例に係る音声通話装置の模式図である。
【図８】例示的な一実施例に係る音声再生装置の模式図である。
【図９】例示的なもう一実施例に係る音声再生装置の模式図である。
【図１０】本発明の例示的な一実施例に係る端末の構成の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　本発明の目的、技術方案及び利点をさらに明確にするために、以下、図面を参照しなが
ら本発明の実施例をさらに詳しく説明する。もちろん、説明する実施例はただ本発明のい
くつかの実施例に過ぎず、全部の実施例ではない。本技術分野の当業者が本発明の実施例
に基づき創造的労働を実施しない状況で獲得した他の全部の実施例は本発明の範囲に属す
る。
【００３８】
　図１は、本発明の例示的な各実施例の音声通話方法に係る実施環境の構成を示す模式図
である。当該実施環境は、自分側端末１２０と相手側端末１４０を含む。
【００３９】
　自分側端末１２０は、携帯電話、タブレットＰＣ、電子ブックリーダー、ＭＰ３プレー
ヤー（Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ Ａｕｄｉｏ Ｌａｙｅ
ｒ ＩＩＩ）、ＭＰ４（Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ Ａｕ
ｄｉｏ Ｌａｙｅｒ ＩＶ）プレーヤー、等であってもよい。自分側端末１２０においては
クライアントが稼動されており、当該クライアントは、例えばネットワークインターホン
機能のような単方向の音声通話機能を有するクライアントである。自分側１２０端末には
、自分側端末１２０のスクリーンから前方までの距離の感知値を収集するための距離セン
サがさらに設置されている。
【００４０】
　自分側端末１２０は、有線ネットワーク、或は無線ネットワークを介して相手側端末１
４０と、単方向の音声通話を行うことができる。
【００４１】
　相手側端末１４０は、携帯電話、タブレットＰＣ、電子ブックリーダー、ＭＰ３（Ｍｏ
ｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ Ａｕｄｉｏ Ｌａｙｅｒ ＩＩＩ）
プレーヤー、ＭＰ４（Ｍｏｖｉｎｇ Ｐｉｃｔｕｒｅ Ｅｘｐｅｒｔｓ Ｇｒｏｕｐ Ａｕｄ
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ｉｏ Ｌａｙｅｒ ＩＶ）プレーヤー、等であってもよい。相手側端末１４０においてもク
ライアントが稼動されており、当該クライアントは、例えばネットワークインターホン機
能のような単方向の音声通話機能を有するクライアントである。相手側端末１４０には、
相手側端末１４０のスクリーンから前方までの距離の感知値を収集するための距離センサ
がさらに設置されている。
【００４２】
　上記のクライアントは、中国テンセント技術有限公司により提供する「微信（ＷｅＣｈ
ａｔ）」というクライアント、中国小米技術有限公司により提供する「米聊」というクラ
イアント、中国アリババ公司により提供する「来往」というクライアント、韓国インター
ネットグループ（ＮＨＮ）により提供する「Ｌｉｎｅ」というクライアント、等のような
インスタントメッセンジャー機能と単方向の音声通話機能とを同時に有するソーシャル・
ネットワーキング・タイプのクライアントであってもよい。
【００４３】
　図２は、例示的な一実施例に係る音声通話方法のフローチャートである。当該音声通話
方法を図１の自分側端末に適用する例を挙げて、本実施例を説明する。当該音声通話方法
は、以下のステップを含む。
【００４４】
　ステップ２０１において、自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出
する。
【００４５】
　ステップ２０２において、距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、
所定の通話モードに入る。
【００４６】
　ステップ２０３において、所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再
生させる。
【００４７】
　ステップ２０４において、所定の通話モードにおいて自分側の音声信号を検出した場合
、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側へ伝送する。
【００４８】
　上記のように、本実施例により提供する音声通話方法によると、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに入り、所定の通話モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させ、所定の通話モードにおいて自分側の音声信号
を検出した場合、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側端末へ伝送す
ることにより、ユーザが現在に端末に対して押下操作、或はクリック操作を行うのに不便
な際に、ネットワーク・インターホンをスムーズに使用することができないの問題を解決
し、ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネットワーク・インターホンの音声再生と音声収
集を自動的にトリガすることができて、他の操作を行わずにネットワーク・インターホン
を使用できる効果を得るとともに、双方向の通話に類似するユーザー体験を得ることがで
きる。
【００４９】
　図３Ａは、例示的なもう一実施例に係る音声通話方法のフローチャートである。当該音
声通話方法を図１の自分側端末に適用する例を挙げて、本実施例を説明する。当該音声通
話方法は、以下のステップを含む。
【００５０】
　ステップ３０１において、自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出
する。
【００５１】
　自分側端末は、内蔵されている距離センサによって、端末から前方までの距離の感知値
を取得する。当該距離センサは、一般的に、自分側端末のスクリーンの上方において、受
話器に近接する位置に設置されている。
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【００５２】
　自分側端末において単方向の音声通話機能を有するクライアントが稼動されている際に
、自分側端末は所定の時間間隔毎に当該距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検
出する。当該所定の閾値は開発者により実験による値、又は経験による値に基づいて設定
したものであってもよい。例えば、自分側端末が携帯電話である場合、開発者はユーザが
通話する過程において携帯電話とユーザの耳の間の距離の感知値を何度も収集することに
より、当該所定の閾値を統計的に分析することができる。
【００５３】
　ステップ３０２において、距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、
所定の通話モードに入る。
【００５４】
　自分側端末により距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、ユーザが
自分側端末を耳に接近する位置に放置したとして、自分側端末は所定の通話モードに入る
。当該所定の通話モードは、本実施例において提供するユーザが端末のスクリーン上で信
号操作を行わずに単方向の通話機能を正常に使用できるモードである。
【００５５】
　自分側端末が距離の感知値が所定の閾値より大きいことを検出した場合、ユーザが自分
側端末を耳に接近する位置に放置していなかったとして、自分側端末は通常の通話モード
、即ち背景技術により提供するネットワーク・インターホンに対応する使用モードを維持
する。
【００５６】
　ステップ３０３において、所定の通話モードにおいて自分側の音声信号を検出した場合
、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側へ伝送する。
【００５７】
　所定の通話モードにおいて、自分側端末は自分側の音声信号が存在するか否かを自動的
に検出し、ユーザが音声を出すと、自分側端末は自分側の音声信号を検出されることにな
り、さらに自分側の音声信号を自動的に収集して、自分側の音声信号を単方向の音声通話
機能によって相手側端末へ送信する。この過程はユーザの他の操作が必要ないし、自分側
端末により自動的に完成する。
【００５８】
　実現できる一形態において、自分側端末において相手側の音声信号を再生させている時
に、自分側端末は依然として自分側の音声信号を検出し、自分側の音声信号を収集して、
自分側の音声信号を相手側端末へ伝送する。即ち、自分側端末において相手側の音声信号
を再生しているか否かのことは、自分側の音声信号の収集に影響を与えない。
【００５９】
　ステップ３０４において、所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を直接に再生
させる。
【００６０】
　自分側端末は、所定の通話モードにおいて、受話器によって相手側の音声信号を直接に
再生させ、ユーザは他の操作を行う必要がない。ここで、相手側の音声信号は、相手側端
末から単方向の音声通話機能によって送信されたネットワーク音声信号であり、双方向の
音声通話機能によって送信された音声信号でもないし、通常のモバイル通話によって送信
された音声信号でもない。
【００６１】
　本ステップは、二種の実現形態がある。
【００６２】
　第１、所定の通話モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった相手側の音声
信号を自動的に再生させる。
【００６３】
　即ち、自分側端末は所定の通話モードに入る前に、既に相手側の音声信号を受信して、
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未読の相手側の音声信号に表示されている。その後、自分側端末が所定の通話モードに入
ると、自分側端末は既に受信したがまだ再生させなかった相手側の音声信号を自動的に再
生させる。
【００６４】
　第２、所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を受信し、受信された相手側の音
声信号を自動的に再生させる。
【００６５】
　自分側端末は所定の通話モードに入った後、相手側の音声信号を受信し、その後自分側
端末は受信された相手側の音声信号を受話器によって自動的に再生させる。
【００６６】
　実現できる一形態として、自分側端末により所定の通話モードにおいて相手側の音声信
号を受信するステップは、自分側端末において相手側のテキストメッセージを受信した場
合、相手側のテキストメッセージを相手側の音声信号に合成するステップを含む。
【００６７】
　即ち、単方向の音声通話を使用する過程において、相手側端末から自分側端末へテキス
トメッセージを送信する場合もある。自分側端末により所定の通話モードにおいて相手側
のテキストメッセージを受信した場合、音声合成技術によって、相手側のテキストメッセ
ージを相手側の音声信号に合成し、受話器によって合成された相手側の音声信号を自動的
に再生させ、ユーザは他の操作を行う必要がない。
【００６８】
　ステップ３０５において、所定の通話モードに入った後、自分側の距離の感知値が所定
の閾値より大きいか否かを検出する。
【００６９】
　自分側端末は所定の通話モードに入った後、当該距離の感知値が所定の閾値より大きい
か否かを所定の時間間隔毎に検出する。
【００７０】
　ステップ３０６において、距離の感知値が所定の閾値より大きいことを検出した場合、
所定の通話モードから退出する。
【００７１】
　距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、自分側端末は所定の通話モ
ードを維持し、距離の感知値が所定の閾値より大きいことを検出した場合、自分側端末は
所定の通話モードから退出して、通常の通話モードに入る。通常の通話モードにおいて、
自分側端末が相手側の音声信号を受信した場合、トリガ信号を受信した後に相手側の音声
信号を再生させ、通常の通話モードにおいて、自分側端末はトークバック・ボタンを押し
続ける信号を受信された際に、自分側の音声信号を収集して、相手側へ送信する。
【００７２】
　本実施例においては相手側の音声信号をキャッシングするメカニズムをさらに提供する
ことを、補足説明する必要があり、図３Ｂに示したように、ステップ３０４の第２の実現
形態は以下のサブステップを含んでもよい。
【００７３】
　ステップ３０４ａにおいて、相手側の音声信号を受信した後、自分側の音声信号を収集
しているか否かを検出する。
【００７４】
　相手側の音声信号を受信した後、自分側端末はまず自分側の音声信号を収集しているか
否かを検出してもよい。即ち、ユーザが話しをしているか否かを検出してもよい。自分側
の音声信号を収集していることを検出した場合、ステップ３０４ｂに入り、自分側の音声
信号を収集していないことを検出した場合、ステップ３０４ｅに入る。
【００７５】
　ステップ３０４ｂにおいて、自分側の音声信号を収集していることを検出した場合、受
信された相手側の音声信号をキャッシングする。
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【００７６】
　自分側端末が自分側の音声信号を収集していることを検出した場合、即ち、ユーザが話
しをしていると、受信された相手側の音声信号をキャッシングし、しばらくは再生させな
い。ここでの相手側の音声信号は、相手側端末から直接に送信した相手側の音声信号も含
み、自分側端末により相手側のテキストメッセージに基づいて合成した相手側の音声信号
も含む。
【００７７】
　ステップ３０４ｃにおいて、自分側の音声信号の検出が既に完了したか否かを検出する
。
【００７８】
　自分側端末において相手側の音声信号をキャッシングされた後、所定の時間間隔毎に自
分側の音声信号の収集が既に完了したか否かを検出し、即ち、ユーザが話を既に停止した
か否かを検出する。
【００７９】
　検出の精度を保証するために、自分側端末は所定の時間間隔毎に、自分側の音声信号の
収集が既に完了し、且つ収集が完了した後の時間の長さが予め設定した時間の長さに達し
たか否かを検出する。即ち、ユーザが既に話しを停止し、且つ停止した時間が予め設定し
た時間の長さを超過したか否かを検出する。
【００８０】
　ステップ３０４ｄにおいて、自分側の音声信号の収集が既に完了したことを検出した場
合、キャッシングされた相手側の音声信号を自動的に再生させる。
【００８１】
　自分側端末により自分側の音声信号の収集が既に完了したことを検出した場合、キャッ
シングされた相手側の音声信号を自動的に再生させる。キャッシングされた相手側の音声
信号が一つだけではないと、自分側端末はキャッシングされた時間の順番に従って相手側
の音声信号を一つずつ再生する。
【００８２】
　ステップ３０４ｅにおいて、自分側の音声信号を収集していることが検出されななった
場合、相手側の音声信号を直接に再生させる。
【００８３】
　自分側端末がステップ３０４ａにおいて自分側の音声信号を収集していることが検出さ
れななった場合、相手側の音声信号を直接に再生させる。
【００８４】
　自分側が所定の通話モードに入った後、自分側端末は相手側へ自分側が所定の通話モー
ドに既に入ったことを提示するための提示メッセージを送信し、相手側は当該提示メッセ
ージ受信して表示することを、さらに補足説明する必要がある。同様に、相手側が所定の
通話モードに既に入った場合、自分側端末は相手側からの相手側が所定の通話モードに既
に入ったことを提示するための提示メッセージを受信し、この後自分側端末は当該提示メ
ッセージを表示する。
【００８５】
　上記のように、本実施例により提供する音声通話方法によると、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに入り、所定の通話モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させ、所定の通話モードにおいて自分側の音声信号
を検出した場合、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側へ伝送するこ
とにより、ユーザが現在に端末に対して押下操作、或はクリック操作を行うのに不便な際
に、ネットワーク・インターホンをスムーズに使用することができないの問題を解決し、
ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネットワーク・インターホンの音声再生と音声収集を
自動的にトリガすることができて、他の操作を行わずにネットワーク・インターホンを使
用できる効果を得るとともに、双方向の通話に類似するユーザー体験を得ることができる
。
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【００８６】
　本実施例により提供する音声通話方法によると、さらに、受信した相手側のテキストメ
ッセージを相手側の音声信号に合成して再生することにより、相手側端末から送信したも
のがテキストメッセージであっても、ユーザに双方向の通話に類似するユーザー体験を得
させることができ、また過程全体においてユーザの他の操作が必要ないため、通信效率を
高めた。
【００８７】
　本実施例により提供する音声通話方法によると、さらに、自分側の音声信号を収集して
いる際に、相手側の音声信号、及び/或は、合成した相手側の音声信号をキャッシングし
て、自分側の音声信号の収集が完了するまで待機してから、キャッシングされた相手側の
音声信号を再生させることにより、ユーザが話しをしている時、相手の音声に干渉されな
いようにするとともに、さらに、本実施例は双方向の通話ではなく、依然として単方向の
通話であることを保証したため、移動体通信事業者の要求を遵守した。
【００８８】
　一例において、ユーザＡとユーザＢは端末のクライアントを使用してネットワーク・ト
ークバックを行っている。ユーザＡとユーザＢはそれぞれ端末を自分の耳に接近させ、こ
うしてユーザＡが使用する端末ＡとユーザＢが使用する端末Ｂはそれぞれ所定の通話モー
ドに入る。この時、ユーザＡが話をすると、端末Ａは音声信号を自動的に収集して、端末
Ｂへ送信することになる。端末Ｂは当該音声信号を受信した後、受話器によって当該音声
信号を自動的に再生させる。ユーザＢが話をすると、端末Ｂは音声信号を自動的に収集し
て、端末Ａへ送信することになる。端末Ａは当該音声信号を受信した後、受話器によって
当該音声信号を自動的に再生させる。これにより、単方向の音声通話機能を利用して、双
方向の音声通話と類似な効果を実現した。ユーザＡが話をしている際に、端末Ｂが端末Ａ
へ音声信号を送信すると、端末Ａは当該音声信号をキャッシングして、ユーザＡが話を終
えるまで待機してから、音声信号を自動的に再生させることにより、ユーザＡとユーザＢ
の通話がお互いに干渉しないようにした。
【００８９】
　もう一例において、ユーザＡとユーザＢは端末のクライアントを使用してネットワーク
・トークバックを行っている。ユーザＡは端末Ａを自分の耳に接近させ、こうしてユーザ
Ａが使用する端末Ａは所定の通話モードに入り、ユーザＢ依然として通常モードで端末Ｂ
を使用する。この時、ユーザＡが話をすると、端末Ａは音声信号を自動的に収集して、端
末Ｂへ送信することになる。端末Ｂは当該音声信号を受信した後、まず、一つの未読の音
声を表示し、その後ユーザＢから当該未読の音声をクリックする信号を受信した後、当該
音声信号を再生させる。ユーザＢが話をする時、ユーザＢが端末Ｂ上の所定の物理的なボ
タン、或は所定の仮想ボタンを押下していると、端末ＢはユーザＢの音声信号を収集して
、端末Ａへ送信することになる。端末Ａは当該音声信号を受信した後、受話器によって当
該音声信号を自動的に再生させる。ユーザＢが話をするのに不便になると、ユーザＢは端
末Ｂによってテキストメッセージを端末Ａへ送信し、端末Ａは受信されたテキストメッセ
ージを音声信号に合成した後、受話器によって当該音声信号を自動的に再生させることに
より、ユーザＢの文字と音声の両方の入力を実現し、ユーザＡにおいての双方向の通話に
類似するユーザー体験を実現することができる。
【００９０】
　図４は、例示的な一実施例に係る音声再生方法のフローチャートである。当該音声再生
方法を図１の自分側端末に適用する例を挙げて、本実施例を説明する。当該音声再生方法
は、以下のステップを含む。
【００９１】
　ステップ４０１において、自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出
する。
【００９２】
　ステップ４０２において、距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、
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所定の再生モードに入る。
【００９３】
　ステップ４０３において、所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再
生させる。
【００９４】
　上記のように、本実施例により提供する音声再生方法によると、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに入り、所定の再生モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させることにより、ユーザが現在に端末に対して押
下操作、或はクリック操作を行うのに不便な際に、ネットワーク・インターホンをスムー
ズに使用することができないの問題を解決し、ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネット
ワーク・インターホンの音声再生を自動的にトリガする効果を得ることができる。
【００９５】
　図５は、例示的なもう一実施例に係る音声再生方法のフローチャートである。当該音声
再生方法を図１の自分側端末に適用する例を挙げて、本実施例を説明する。当該音声再生
方法は、以下のステップを含む。
【００９６】
　ステップ５０１において、自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検出
する。
【００９７】
　自分側端末は、内蔵されている距離センサによって、端末から前方までの距離の感知値
を取得する。当該距離センサは、一般的に、自分側端末のスクリーン上方において、受話
器に近接する位置に設置されている。
【００９８】
　自分側端末において単方向の音声通話機能を有するクライアントが稼動されている際に
、自分側端末は所定の時間間隔毎に当該距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを検
出する。当該所定の閾値は開発者により実験による値、又は経験による値に基づいて設定
したものであってもよい。例えば、自分側端末が携帯電話である場合、開発者はユーザが
通話する過程において携帯電話とユーザの耳の間の距離の感知値を何度も収集することに
より、当該所定の閾値を統計的に分析することができる。
【００９９】
　ステップ５０２において、距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、
所定の再生モードに入る。
【０１００】
　自分側端末により距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、ユーザが
自分側端末を耳に接近する位置に放置したとして、自分側端末は所定の再生モードに入る
。
【０１０１】
　ステップ５０３において、所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再
生させる。
【０１０２】
　自分側端末は、所定の再生モードにおいて、受話器によって相手側の音声信号を直接に
再生させ、ユーザは他の操作を行う必要がない。ここで、相手側の音声信号は、相手側端
末から単方向の音声通話機能によって送信されたネットワーク音声信号であり、双方向の
音声通話機能によって送信された音声信号でもないし、通常のモバイル通話によって送信
された音声信号でもない。
【０１０３】
　本ステップは、二種の実現形態がある。
【０１０４】
　第１、所定の再生モードにおいて、既に受信したがまだ再生させなかった相手側の音声
信号を自動的に再生させる。
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【０１０５】
　即ち、自分側端末は所定の通話モードに入る前に、既に相手側の音声信号を受信して、
未読の相手側の音声信号に表示されている。その後、自分側端末が所定の再生モードに入
ると、自分側端末は既に受信したがまだ再生させなかった相手側の音声信号を自動的に再
生させる。
【０１０６】
　第２、所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を受信し、受信された相手側の音
声信号を自動的に再生させる。
【０１０７】
　自分側端末は所定の再生モードに入った後、相手側の音声信号を受信し、その後自分側
端末は受信された相手側の音声信号を受話器によって自動的に再生させる。
【０１０８】
　実現できる一形態として、自分側端末により所定の再生モードにおいて相手側の音声信
号を受信するステップは、自分側端末において相手側のテキストメッセージを受信した場
合、相手側のテキストメッセージを相手側の音声信号に合成するステップを含む。
【０１０９】
　即ち、単方向の音声通話を使用する過程において、相手側端末から自分側端末へテキス
トメッセージを送信する場合もある。自分側端末により所定の再生モードにおいて相手側
のテキストメッセージを受信した場合、音声合成技術によって、相手側のテキストメッセ
ージを相手側の音声信号に合成し、受話器によって合成された相手側の音声信号を自動的
に再生させ、ユーザは他の操作を行う必要がない。
【０１１０】
　ステップ５０４において、所定の再生モードに入った後、自分側の距離の感知値が所定
の閾値より大きいか否かを検出する。
【０１１１】
　自分側端末は所定の再生モードに入った後、当該距離の感知値が所定の閾値より大きい
か否かを所定の時間間隔毎に検出する。
【０１１２】
　ステップ５０５において、距離の感知値が所定の閾値より大きいことを検出した場合、
所定の再生モードから退出する。
【０１１３】
　距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、自分側端末は所定の再生モ
ードを維持し、距離の感知値が所定の閾値より大きいことを検出した場合、自分側端末は
所定の再生モードから退出して、通常の再生モードに入る。通常の再生モードにおいて、
自分側端末が相手側の音声信号を受信した場合、トリガ信号を受信した後に相手側の音声
信号を再生させる。
【０１１４】
　上記のように、本実施例により提供する音声再生方法によると、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに入り、所定の再生モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させることにより、ユーザが現在に端末に対して押
下操作、或はクリック操作を行うのに不便な際に、ネットワーク・インターホンをスムー
ズに使用することができないの問題を解決し、ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネット
ワーク・インターホンの音声再生を自動的にトリガする効果を得ることができる。
【０１１５】
　本実施例により提供する音声再生方法によると、さらに、受信した相手側のテキストメ
ッセージを相手側の音声信号に合成して再生することにより、相手側端末から送信したも
のがテキストメッセージであっても、ユーザに双方向の通話に類似するユーザー体験を得
させることができ、また過程全体においてユーザの他の操作が必要ないため、通信效率を
高めた。
【０１１６】
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　以下は、本発明の装置の実施例であり、本発明の方法の実施例を実行することができる
。本発明の装置の実施例において記述していない細部内容に対しては、本発明の方法の実
施例を参照してください。
【０１１７】
　図６は、例示的な一実施例に係る音声通話装置の模式図である。当該音声通話装置は、
ソフトウェア、ハードウェア、又は両者の組み合わせによって、端末の一部、又は全部を
実現できる。当該音声通話装置は、距離検出モジュール６２０、モード進入モジュール６
４０、自動再生モジュール６６０、及び自動収集モジュール６８０を含む。
【０１１８】
　距離検出モジュール６２０は、自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否かを
検出し、モード進入モジュール６４０は、距離検出モジュール６２０により距離の感知値
が所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに入り、自動再生モジュ
ール６６０は、所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再生させ、自動
収集モジュール６８０は、所定の通話モードにおいて自分側の音声信号を検出した場合、
自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側へ伝送する。
【０１１９】
　上記のように、本実施例により提供する音声通話装置によると、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに入り、所定の通話モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させ、所定の通話モードにおいて自分側の音声信号
を検出した場合、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側端末へ伝送す
ることにより、ユーザが現在に端末に対して押下操作、或はクリック操作を行うのに不便
な際に、ネットワーク・インターホンをスムーズに使用することができないの問題を解決
し、ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネットワーク・インターホンの音声再生と音声収
集を自動的にトリガすることができて、他の操作を行わずにネットワーク・インターホン
を使用できる効果を得るとともに、双方向の通話に類似するユーザー体験を得ることがで
きる。
【０１２０】
　図７は、例示的なもう一実施例に係る音声通話装置の模式図である。当該音声通話装置
は、ソフトウェア、ハードウェア、又は両者の組み合わせによって、端末の一部、又は全
部を実現できる。当該音声通話装置は、距離検出モジュール６２０、モード進入モジュー
ル６４０、自動再生モジュール６６０、及び自動収集モジュール６８０を含む。
【０１２１】
　距離検出モジュール６２０は、自分側端末の端末から前方までの距離の感知値が所定の
閾値未満であるか否かを検出し、モード進入モジュール６４０は、距離検出モジュール６
２０により距離の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モード
に入り、自動再生モジュール６６０は、所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を
自動的に再生させ、自動収集モジュール６８０は、所定の通話モードにおいて自分側の音
声信号を検出した場合、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側へ伝送
する。
【０１２２】
　自動再生モジュール６６０は、所定の通話モードにおいて、既に受信したがまだ再生さ
せなかった相手側の音声信号を自動的に再生するためのキャッシュ再生ユニット６６２と
、或は、所定の通話モードにおいて、相手側の音声信号を受信するための音声受信ユニッ
ト６６４と、受信された相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再生ユニット
６６６と、を含む。
【０１２３】
　自動再生ユニット６６６は、収集検出サブユニット、信号キャッシングサブユニット、
完了検出サブユニット、及びキャッシュ再生サブユニットを含み、収集検出サブユニット
は、相手側の音声信号を受信した後、自動収集モジュールが自分側の音声信号を収集して
いるか否かを検出し、信号キャッシングサブユニットは、収集検出サブユニットにより自
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分側の音声信号を収集していることを検出した場合、相手側の音声信号をキャッシングし
、完了検出サブユニットは、自分側の音声信号の検出が既に完了したか否かを検出する。
完了検出サブユニットは、自分側の音声信号の収集が既に完了し、且つ収集が完了した後
の時間の長さが予め設定した時間の長さ達したか否かを検出する。
【０１２４】
　キャッシュ再生サブユニットは、完了検出サブユニットにより自分側の音声信号の収集
が既に完了したことを検出した場合、キャッシングされた前記相手側の音声信号を自動的
に再生させる。
【０１２５】
　音声受信ユニット６６４は、テキスト受信サブユニット、及び音声合成サブユニットを
含み、テキスト受信サブユニットは、所定の通話モードにおいて、相手側のテキストメッ
セージを受信し、音声合成サブユニットは、相手側のテキストメッセージを相手側の音声
信号に合成する。
【０１２６】
　自動収集モジュール６８０は、自動再生モジュール６６０により相手側の音声信号を再
生させている際に、自分側の音声信号を検出した場合、自分側の音声信号を収集して、自
分側の音声信号を相手側へ伝送する。
【０１２７】
　当該音声通話装置は、再度検出モジュール６９２、及びモード退出モジュール６９４を
さらに含み、再度検出モジュール６９２は、モード進入モジュール６４０により前記所定
の通話モードに入った後、自分側の距離の感知値が所定の閾値より大きいか否かを検出し
、モード退出モジュール６９４、再度検出モジュール６９２により距離の感知値が所定の
閾値より大きいことを検出した場合、所定の通話モードから退出する。
【０１２８】
　上記のように、本実施例により提供する音声通話装置によると、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の通話モードに入り、所定の通話モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させ、所定の通話モードにおいて自分側の音声信号
を検出した場合、自分側の音声信号を収集して、自分側の音声信号を相手側へ伝送するこ
とにより、ユーザが現在に端末に対して押下操作、或はクリック操作を行うのに不便な際
に、ネットワーク・インターホンをスムーズに使用することができないの問題を解決し、
ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネットワーク・インターホンの音声再生と音声収集を
自動的にトリガすることができて、他の操作を行わずにネットワーク・インターホンを使
用できる効果を得るとともに、双方向の通話に類似するユーザー体験を得ることができる
。
【０１２９】
　本実施例により提供する音声通話装置によると、さらに受信された相手側のテキストメ
ッセージを相手側の音声信号に合成して再生することにより、相手側端末から送信したの
ものがテキストメッセージであっても、ユーザに双方向の通話に類似するユーザー体験を
得させることができ、また過程全体においてユーザの他の操作が必要ないため、通信效率
を高めた。
【０１３０】
　本実施例により提供する音声通話装置によると、さらに、自分側の音声信号を収集して
いる際に、相手側の音声信号、及び/或は、合成した相手側の音声信号をキャッシングし
て、自分側の音声信号の収集が完了するまで待機してから、キャッシングされた相手側の
音声信号を再生させることにより、ユーザが話しをしている時、相手の音声に干渉されな
いようにするとともに、さらに、本実施例は双方向の通話ではなく、依然として単方向の
通話であることを保証したため、移動体通信事業者の要求を遵守した。
【０１３１】
　図８は、例示的な一実施例に係る音声再生装置の模式図である。当該音声再生装置は、
ソフトウェア、ハードウェア、又は両者の組み合わせによって、端末の一部、又は全部を



(20) JP 6121621 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

実現できる。当該音声再生装置は、自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否か
を検出するための距離検出モジュール８２０と、距離検出モジュール８２０により距離の
感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに入るための再生
モードモジュール８４０と、所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に再
生させるための自動再生モジュール８６０と、を含む。
【０１３２】
　上記のように、本実施例により提供する音声再生装置によると、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに入り、所定の再生モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させることにより、ユーザが現在に端末に対して押
下操作、或はクリック操作を行うのに不便な際に、ネットワーク・インターホンをスムー
ズに使用することができないの問題を解決し、ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネット
ワーク・インターホンの音声再生を自動的にトリガする効果を得ることができる。
【０１３３】
　図９は、例示的なもう一実施例に係る音声再生装置の模式図である。当該音声再生装置
、ソフトウェア、ハードウェア、又は両者の組み合わせによって、端末の一部、又は全部
を実現できる。当該音声再生装置は、自分側の距離の感知値が所定の閾値未満であるか否
かを検出するための距離検出モジュール８２０と、距離検出モジュール８２０により距離
の感知値が所定の閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに入るための再
生モードモジュール８４０と、所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を自動的に
再生させるための自動再生モジュール８６０と、を含む。
【０１３４】
　自動再生モジュール８６０は、所定の再生モードにおいて、既に受信したがまだ再生さ
せなかった相手側の音声信号を自動的に再生させるためのキャッシュ再生ユニット８６２
と、或は、所定の再生モードにおいて、相手側の音声信号を受信するための音声受信ユニ
ット８６４と、受信された相手側の音声信号を自動的に再生させるための自動再生ユニッ
ト８６６と、を含む。
【０１３５】
　音声受信ユニット８６４は、テキスト受信サブユニット、及び音声合成サブユニットを
含み、テキスト受信サブユニットは、所定の再生モードにおいて、相手側のテキストメッ
セージを受信し、音声合成サブユニットは、相手側のテキストメッセージを相手側の音声
信号に合成する。
【０１３６】
　当該音声再生装置は、再度検出モジュール８８２、及び再生退出モジュール８８４をさ
らに含み、再度検出モジュール８８２は、再生モードモジュール８４０により所定の再生
モードに入った後、自分側の距離の感知値が所定の閾値より大きいか否かを検出し、再生
退出モジュール８８４は、再度検出モジュール８８２により距離の感知値が前記所定の閾
値より大きいことを検出した場合、所定の再生モードから退出する。
【０１３７】
　上記のように、本実施例により提供する音声再生装置において、距離の感知値が所定の
閾値未満であることを検出した場合、所定の再生モードに入り、所定の再生モードにおい
て、相手側の音声信号を自動的に再生させることにより、ユーザが現在に端末に対して押
下操作、或はクリック操作を行うのに不便な際に、ネットワーク・インターホンをスムー
ズに使用することができないの問題を解決し、ユーザが端末を耳に当てるだけで、ネット
ワーク・インターホンの音声再生を自動的にトリガする効果を得ることができる。
【０１３８】
　本実施例により提供する音声再生装置によると、さらに、受信した相手側のテキストメ
ッセージを相手側の音声信号に合成して再生することにより、相手側端末から送信したの
ものがテキストメッセージであっても、ユーザに双方向の通話に類似するユーザー体験を
得させることができ、また過程全体においてユーザの他の操作が必要ないため、通信效率
を高めた。
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【０１３９】
　上記の実施例の装置について、その各モジュールが実行する操作の具体的な形態は既に
当該方法に関するの実施例において詳細に説明したため、ここでは詳細に説明しない。
【０１４０】
　図１０は、例示的な一実施例に係る端末を示すブロック図である。端末１０００は、プ
ロセスアセンブリ１００２、メモリ１００４、電源アセンブリ１００６、マルチメディア
アセンブリ１００８、オーディオアセンブリ１０１０、入出力（Ｉ／ O）インターフェイ
ス１０１２、センサアセンブリ１０１４、及び通信アセンブリ１０１６のような一つ以上
のアセンブリを含んでよい。
【０１４１】
　プロセスアセンブリ１００２は、一般的には端末１０００の全体の操作を制御するもの
であり、例えば、表示、電話呼び出し、データ通信、カメラ操作、及び記録操作と関連す
る操作を制御する。プロセスアセンブリ１００２は、一つ以上のプロセッサ１０２０を含
み、これらによって命令を実行することにより、上記の方法の全部、或は一部のステップ
を実現するようにしてもよい。なお、プロセスアセンブリ１００２は、一つ以上のモジュ
ールを含み、これらによってプロセスアセンブリ１００２と他のアセンブリの間のインタ
ラクションを容易にするようにしてもよい。例えば、プロセスアセンブリ１００２は、マ
ルチメディアモジュールを含み、これらによってマルチメディアアセンブリ１００８とプ
ロセスアセンブリ１００２の間のインタラクションを容易にするようにしてもよい。
【０１４２】
　メモリ１００４は、各種類のデータを記憶することにより端末１０００の操作を支援す
るように構成される。これらのデータの例は、端末１０００において操作されるいずれの
アプリケーションプログラム又は方法の命令、連絡対象データ、電話帳データ、メッセー
ジ、画像、ビデオ等を含む。メモリ１００４は、いずれの種類の揮発性メモリ、不揮発性
メモリ記憶デバイスまたはそれらの組み合わせによって実現されてもよく、例えば、ＳＲ
ＡＭ（Ｓｔａｔｉｃ　Ｒａｎｄｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）ＥＥＰＲＯＭ（Ｅｌ
ｅｃｔｒｉｃａｌｌｙ Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａｄ－Ｏｎｌ
ｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＥＰＲＯＭ（Ｅｒａｓａｂｌｅ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｒｅａ
ｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｏｒｙ）、ＰＲＯＭ（ Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ ＲＯＭ）、ＲＯＭ
（Ｒｅａｄ Ｏｎｌｙ Ｍｅｍｂｅｒ）、磁気メモリ、フラッシュメモリ、磁気ディスク、
或いは光ディスクである。
【０１４３】
　電源アセンブリ１００６は、端末１０００の多様なアセンブリに電力を供給する。電源
アセンブリ１００６は、電源管理システム、一つ以上の電源、及び端末１０００のための
電力の生成、管理及び割り当てに関連する他のアセンブリを含んでもよい。
【０１４４】
　マルチメディアアセンブリ１００８は、前記端末１０００とユーザの間に一つの出力イ
ンターフェイスを提供するスクリーンを含む。上記の実施例において、スクリーンは液晶
モニター（ＬＣＤ）とタッチパネル（ＴＰ）を含んでもよい。スクリーンがタッチパネル
を含むことにより、スクリーンはタッチスクリーンを実現することができ、ユーザからの
入力信号を受信することができる。タッチパネルは一つ以上のタッチセンサを含んでおり
、タッチ、スライド、及びタッチパネル上のジェスチャを検出することができる。前記タ
ッチセンサは、タッチ、或はスライドの動作の境界だけでなく、前記のタッチ、或はスラ
イド操作に係る継続時間及び圧力も検出できる。上記の実施例において、マルチメディア
アセンブリ１００８は、一つのフロントカメラ、及び／又はリアカメラを含む。端末１０
００が、例えば撮影モード、或はビデオモード等の操作モードにある場合、フロントカメ
ラ、及び／又はリアカメラは外部からマルチメディアデータを受信できる。フロントカメ
ラとリアカメラのそれぞれは、一つの固定型の光レンズ系、或は可変焦点距離と光学ズー
ム機能を有するものであってもよい。
【０１４５】
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　オーディオアセンブリ１０１０は、オーディオ信号を入出力するように構成されてもよ
い。例えば、オーディオアセンブリ１０１０は、一つのマイク（ＭＩＣ）を含み、端末１
０００が、例えば呼出しモード、記録モード、及び音声認識モード等の操作モードにある
場合、マイクは外部のオーディオ信号を受信することができる。受信されたオーディオ信
号は、さらにメモリ１００４に記憶されたり、通信アセンブリ１０１６を介して送信され
たりされる。上記の実施例において、オーディオアセンブリ１０１０は、オーディオ信号
を出力するための一つのスピーカーをさらに含む。
【０１４６】
　Ｉ／Ｏインターフェイス１０１２は、プロセスアセンブリ１００２と周辺インターフェ
イスモジュールの間にインターフェイスを提供するものであり、上記周辺インターフェイ
スモジュールは、キーボード、クリックホイール、ボタン等であってもよい。これらのボ
タンは、ホームボタン、ボリュームボタン、起動ボタン、ロッキングボタンを含んでもよ
いが、これらに限定されない。
【０１４７】
　センサアセンブリ１０１４は、端末１０００に各方面の状態に対する評価を提供するた
めの一つ以上のセンサを含む。例えば、センサアセンブリ１０１４は、端末１０００のＯ
Ｎ／ＯＦＦ状態、端末１０００のディスプレイとキーパッドのようなアセンブリの相対的
な位置決めを検出できる。また、例えば、センサアセンブリ１０１４は、端末１０００、
或は端末１０００の一つのアセンブリの位置変更、ユーザと端末１０００とが接触してい
るか否か、端末１０００の方位、又は加速／減速、端末１０００の温度の変化を検出でき
る。センサアセンブリ１０１４は、何れの物理的接触がない状態にて付近の物体の存在を
検出するための近接センサを含んでもよい。センサアセンブリ１０１４は、撮影アプリケ
ーションに適用するため、ＣＭＯＳ、又はＣＣＤ図像センサのような光センサを含んでも
よい。上記の実施例において、当該センサアセンブリ１０１４は、加速度センサ、ジャイ
ロスコープセンサ、磁気センサ、圧力センサ、及び温度センサをさらに含んでもよい。
【０１４８】
　通信アセンブリ１０１６は、端末１０００と他の機器の間に有線、又は无線形態の通信
を提供する。端末１０００は、例えばＷｉＦｉ、２Ｇ、３Ｇ、或はこれらの組み合わせの
ような、通信規格に基づいた无線ネットワークに接続されてもよい。一つの例示的な実施
例において、通信アセンブリ１０１６は、放送チャンネルを介して外部の放送管理システ
ムからの放送信号、又は放送に関連する情報を受信する。一つの例示的な実施例において
、前記通信アセンブリ１０１６は、近距離無線通信（ＮＦＣ）モジュールをさらに含むこ
とにより、近距離通信を推進するようにする。例えば、ＮＦＣモジュールは、ＲＦＩＤ（
Ｒａｄｉｏ Ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ ＩＤｅｎｔｉｆｉｃａｔｉｏｎ）技術、ＩｒＤＡ（Ｉｎ
ｆｒａｒｅｄ Ｄａｔａ Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ）技術、ＵＷＢ（Ｕｌｔｒａ Ｗｉｄｅ 
Ｂａｎｄ）技術、ＢＴ（Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標））技術、他の技術に基づいて実
現できる。
【０１４９】
　例示的な実施例において、端末１０００は、一つ以上のＡＳＩＣ（Ａｐｐｌｉｃａｔｉ
ｏｎ　Ｓｐｅｃｉｆｉｃ Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ）、ＤＳＰ（Ｄｉｇｉｔ
ａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐｒｏｃｅｓｓｏｒ）、ＤＳＰＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ Ｓｉｇｎａｌ Ｐ
ｒｏｃｅｓｓｉｎｇ Ｄｅｖｉｃｅ）、ＰＬＤ（Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｌｏｇｉｃ 
Ｄｅｖｉｃｅ）、ＦＰＧＡ（Ｆｉｅｌｄ－Ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ Ｇａｔｅ Ａｒｒａ
ｙ）、コントローラ、マイクロコントローラ、マイクロプロセッサ、または他の電子部品
によって実現されるものであり、上記方法を実行する。
【０１５０】
　例示的な実施例において、さらに、命令を含むコンピュータ読取り可能な非一時的な記
録媒体、例えば命令を含むメモリ１００４を提供しており、端末１０００のプロセッサ１
０２０により上記命令を実行して上記方法を実現する。例えば、前記コンピュータ読取り
可能な非一時的な記録媒体は、ＲＯＭ、ＲＡＭ、ＣＤ-ＲＯＭ、磁気テープ、フロッピー
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ディスク（登録商標）、光データ記憶デバイス等である。
【０１５１】
　コンピュータ読取り可能な非一時的の記録媒体は、端末のプロセッサによって前記記録
媒体中の命令が実行される際に、端末に図２或は図３に示したような音声通話方法、或は
、図４或図５に示したような音声再生方法を実行させることができる。
【０１５２】
　当業者は、明細書を検討して本発明を実践した後、本発明の他の実施案を容易に考え出
すことができる。本願は、本発明のいずれの変形、用途、又は適応的な変更をカバーする
ことを狙っているし、これらの変形、用途、又は適応的な変更は、本発明の一般的な原理
に従い、また、本発明は公開していない当業界の公知の知識又は通常の技術手段を含む。
明細書と実施例はただ例示として考慮され、本発明の本当の範囲と精神は以下の特許請求
の範囲に記載される。
【０１５３】
　本発明は上記に記述され、また図面で示した正確な構成に限定されず、その範囲を逸脱
しない限り多様な置換えと変更を行うことができると、理解するべきである。本発明の範
囲は添付の特許請求の範囲のみにより限定される。

【図１】

【図２】

【図３Ａ】

【図３Ｂ】
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【図９】

【図１０】



(25) JP 6121621 B2 2017.4.26

10

20

30

フロントページの続き

(72)発明者  ウー　ミン
            中華人民共和国　１０００８５　ベイジン　ハイディアン　ディストリクト　キンヘ　ミドル　ス
            トリート　ナンバー　６８　レインボー　シティ　ショッピング　モール　２　オブ　チャイナ　
            リソーシズ　フロア　１３　シャオミ・インコーポレイテッド内
(72)発明者  ジャン　ユアン
            中華人民共和国　１０００８５　ベイジン　ハイディアン　ディストリクト　キンヘ　ミドル　ス
            トリート　ナンバー　６８　レインボー　シティ　ショッピング　モール　２　オブ　チャイナ　
            リソーシズ　フロア　１３　シャオミ・インコーポレイテッド内
(72)発明者  ジー　ドンファン
            中華人民共和国　１０００８５　ベイジン　ハイディアン　ディストリクト　キンヘ　ミドル　ス
            トリート　ナンバー　６８　レインボー　シティ　ショッピング　モール　２　オブ　チャイナ　
            リソーシズ　フロア　１３　シャオミ・インコーポレイテッド内
(72)発明者  ワン　ビン
            中華人民共和国　１０００８５　ベイジン　ハイディアン　ディストリクト　キンヘ　ミドル　ス
            トリート　ナンバー　６８　レインボー　シティ　ショッピング　モール　２　オブ　チャイナ　
            リソーシズ　フロア　１３　シャオミ・インコーポレイテッド内
(72)発明者  ジェン　ジグアン
            中華人民共和国　１０００８５　ベイジン　ハイディアン　ディストリクト　キンヘ　ミドル　ス
            トリート　ナンバー　６８　レインボー　シティ　ショッピング　モール　２　オブ　チャイナ　
            リソーシズ　フロア　１３　シャオミ・インコーポレイテッド内

    審査官  中村　信也

(56)参考文献  特表２００７－５３４２２５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－０３７６５２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－０４５６５５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００５－５３５０１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特表２００９－５２１７４５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０４Ｍ　　　１／００
              Ｈ０４Ｍ　　　１／２４－１／８２
              Ｈ０４Ｍ　　９９／００
              Ｈ０４Ｍ　　　９／００－９／１０
              Ｈ０４Ｂ　　　７／２４－７／２６
              Ｈ０４Ｗ　　　４／００－９９／００
              Ｇ０６Ｆ　　　３／０１－３／０４８


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

